
青森県警察　　　　　　　　　保管場所の所在図・配置図の記載例
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○ 次のいずれにも該当する場合は、自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書の｢保管場所標章番号欄｣に旧自動車の保管場所標章番号を記載することにより、

｢所在図｣の記載を省略することができます。

・ 自動車の買い替え時等の場合で、｢自動車の使用の本拠の位置｣｢自動車の保管場所の位置｣のいずれも、旧自動車と変更がない。

・ 自動車保管場所証明申請の場合は、申請の時点で旧自動車を保有している。軽自動車の自動車保管場所届出（新規）の場合は、届出の時点で旧自動車を保有しているか、

又は届出日の前１５日以内に保有していた。

○ ｢自動車の使用の本拠の位置｣と｢自動車の保管場所の位置｣が同一の場合も｢所在図｣の記載を省略することができます。（平成２３年７月１９日から適用）

○ 上記に該当する場合でも｢配置図｣の省略は出来ません。

道路の幅員を

記入してください。

周囲の建物を

記入してください。付近の道路を

記入してください。

目標となる建物

を記入してください。

使用の本拠位置

( 自宅 ･事業所等)
との間を直線で結び、

その距離を記入して

ください。

※ 自宅の場合は、敷地を記載し、その中

の車庫の位置を明示してください。

※ 車庫は、奥行き、幅の平面の寸法を記

入してください。

高さ制限のある駐車場については、高さ

も記入してください。

備考 １ 地図のコピーを活用する場合は、著作権者の権利を侵害することのないように留意してください。
２ 保管場所に接する道路の幅員、保管場所の平面の寸法をメートルで記入する。

３ 複数の自動車を保管する駐車場の場合は、保管場所を明記する。
４ 使用の本拠の位置（自宅等）と保管場所の位置との間を線で結んで距離を記入する。


